
暮らし の 情報

暮
ら
し
の
情
報

　

嘉
穂
総
合
高
等
学
校 

地
球
環
境
シ
ス

テ
ム
科 

食
品
科
学
専
攻
で
は
、
地
域
の

人
を
対
象
と
し
た
「
食
品
加
工
講
習
会
」

を
開
催
し
ま
す
。

日
時
・
内
容

○
２
月
９
日
㈯ 

９
時
～
12
時
30
分

　

こ
ん
に
ゃ
く
づ
く
り

○
２
月
10
日
㈰ 

９
時
30
分
～
12
時
30
分

　

お
菓
子
づ
く
り

○
２
月
16
日
㈯ 

９
時
30
分
～
12
時
30
分

　

ソ
ー
セ
ー
ジ
づ
く
り

○
３
月
９
日
㈯ 

９
時
30
分
～
12
時
30
分

　

み
そ
づ
く
り

場　

所　

嘉
穂
総
合
高
校 

食
品
製
造
実
習
室

参
加
費　

３
千
円（
講
習
４
回
分
の
材
料
代
）

募
集
人
員　

20
人（
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

申
込
方
法　

学
校
あ
て
に
往
復
は
が
き

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

①
住
所 

②
氏
名 

③
年
齢 

④
電
話
番
号

を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

申
込
締
切　

１
月
22
日
㈫
必
着

申
込
・
問
合
先　

〒
８
２
０
・
０
６
０
７

　

桂
川
町
大
字
土
師
一
一
一
七
番
地
一

　

嘉
穂
総
合
高
等
学
校 

食
品
加
工
講
習
会
係

　

☎
６
５
・
５
７
２
７

嘉
穂
総
合
高
校 

食
品
加
工
講
習
会

催
し
・
募
集

　

嘉
穂
総
合
高
等
学
校
で
は
、
平
成
24

年
度
に
取
り
組
ん
だ
農
業
・
工
業
・
情

報
な
ど
各
分
野
の
生
徒
研
究
発
表
会
を

開
催
し
ま
す
。

日　

時　

２
月
２
日
㈯ 

10
時
～
12
時

場　

所　

イ
イ
ヅ
カ
コ
ス
モ
ス
コ
モ
ン

　

大
ホ
ー
ル
（
飯
塚
市
飯
塚
一
四
ー
六
六
）

参
加
費　

無
料
（
申
込
不
要
）

問
合
先　

嘉
穂
総
合
高
等
学
校

　

☎
６
５
・
５
７
２
７

　

飯
塚
税
務
署
で
は
、
確
定
申
告
相
談

会
場
を
２
月
４
日
か
ら
開
設
し
ま
す
。

期　

間　

２
月
４
日
～
４
月
１
日

　

※
土
・
日
・
祝
日
は
休
み

受
付
時
間　

９
時
～
16
時

場　

所　

飯
塚
税
務
署
（
飯
塚
市
芳
雄

町
一
三
ー
六　

飯
塚
合
同
庁
舎
２
階
）

※
所
得
税
の
還
付
申
告
は
１
月
か
ら
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

公
的
年
金
等
受
給
者
の
皆
さ
ま
へ

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万

円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
公
的
年
金
等
に

係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円

以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
の
確
定

申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
な
く
な
り
ま

し
た
（
住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
）。

※
こ
の
場
合
で
も
、
所
得
税
の
還
付
を

受
け
る
た
め
の
申
告
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
告
期
限
と
納
期
限

○
所
得
税
・
贈
与
税　

３
月
15
日

○
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

　

４
月
１
日

振
替
納
税
を
ご
利
用
の
皆
さ
ま
へ

　

所
得
税
の
振
替
日
は
４
月
22
日
、
個

人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

の
振
替
日
は
４
月
24
日
で
す
。
振
替
日

の
前
日
ま
で
に
預
貯
金
残
高
の
ご
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　

飯
塚
税
務
署

　

☎
２
２
・
６
７
１
０

　

油
症
診
断
基
準
が
改
定
さ
れ
、
カ
ネ
ミ

油
症
患
者
の
油
症
発
生
当
時
の
同
居
家
族

で
、
一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
人
が
、
新

た
に
認
定
の
対
象
に
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
に
申
請
を

い
た
だ
き
、
認
定
さ
れ
た
人
は
、
平
成

25
年
度
の
健
康
実
態
調
査
（
回
答
者
に

支
援
金
を
支
給
）
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

新
た
に
認
定
の
対
象
と
な
る
人

次
の
３
つ
を
す
べ
て
満
た
す
人
が
対
象

１　

油
症
発
生
当
時
、
油
症
患
者
（
認

定
患
者
）
と
同
居
し
て
い
た
。

２　

油
症
発
生
当
時
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
社

製
の
米
ぬ
か
油
を
摂
取
し
た
。

３　

現
在
、
心
身
の
症
状
が
あ
り
、
治
療

そ
の
他
の
健
康
管
理
が
継
続
的
に
必
要
。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

福
岡
県
保
健
衛
生
課

　

☎
０
９
２
・
６
４
３
・
３
２
８
０

　

町
内
各
所
の
違
反
屋
外
広
告
物
（
は

り
紙
、は
り
札
、立
看
板
、広
告
旗
等
）
を
、

屋
外
広
告
物
法
第
７
条
第
４
項
の
規
定

に
基
づ
き
除
却
し
ま
す
。
違
反
広
告
物

の
掲
出
者
は
自
主
的
に
撤
去
し
て
く
だ

さ
い
。

実
施
日　

１
月
21
日
～
25
日

場　

所　

桂
川
町
全
域

そ
の
他　

除
却
し
た
広
告
物
は
除
却
後

30
日
間
保
管
し
た
後
、
引
き
取
り
の

な
い
も
の
は
、
適
宜
処
分
し
ま
す
。

問
合
先　

桂
川
町
役
場 

企
画
財
政
課

　

☎
６
５
・
１
０
８
５

飯
塚
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

生
活
・
雇
用

嘉
穂
総
合
高
校 

生
徒
研
究
発
表
会

違
反
屋
外
広
告
物
の
撤
去
の
実
施

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
同
居
家
族
の
認
定

平 25. 広報けいせん 1 月　16 頁


